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相続登記の申請が義務化されました

　相続人は、不動産を相続で取得
したことを知った日から３年以内
に相続登記をする必要があります。
　正当な理由がないのに相続登記
をしない場合には 10 万円以下の
過料が課される場合があります。
　相続人同士で早期の遺産分割が
困難な場合は、法務局で「相続人
申告登記」という簡便な手続きを
行うこともできます。
　詳しくはお問い合わせください。
問青森地方法務局十和田支局
☎ 0176-23-2424

「解決の糸口を見つけにいこう！」
相談会の開催

　専門のスタッフや弁護士が「お
金や暮らし」に関する悩みなどに
ついて聞き取りし、一緒に解決の
糸口を見つけます。
とき　10 月５日㈯　午前 10 時～
午後 4時（要予約）
ところ　信用生協八戸事務所
（八戸市一番町１-２-14　NIビル３階）
相談内容　多重債務、遺産相続、　
不動産売買、税金等公共料金の滞
納、ＤＶ・離婚問題、その他暮ら
しに関する悩み事
問信用生協八戸事務所
☎ 0120-102-084

こころと暮らしの相談会（第３回）

　保健師や生活困窮者自立相談支援員などが、こころの不調や生活の困り事
などの悩みをお聞きし、解決に向けてお手伝いします。どんな些

さ さ い

細なことで
も大丈夫です。一人で悩まず、悩みが深刻になる前に、お話ししてみませんか。
※予約不要です。会場に直接お越しください。
とき　９月 10 日㈫　午後３時～８時　ところ　市民図書館
対象　こころや経済・生活についての悩みを相談したい人
問健康増進課☎ 0176-51-6791　メール kenko@city.towada.lg.jp

９月～ 10月は「行政相談月間」

　道路、年金、医療保険、福祉、登記、
労働基準、雇用保険、行政窓口サー
ビスなどについて、苦情や意見、
要望などがあるときは、行政相談
委員にお気軽にご相談ください。
　本市では毎月「行政相談」を開設
しているほか、10 月 11 日㈮には「特
設行政・人権相談」を開設します。
問まちづくり支援課
☎ 0176-51－6777
総務省行政相談センターきくみみ
青森☎ 0570-090110

暮らしとこころの無料法律相談会

とき　９月９日㈪～ 13 日㈮
ところ　最寄りの地域の法律事務所
相談内容　多重債務、労働問題、　
離婚、ＤＶ、いじめなど生活や心
の悩みに関する法律相談
予約受付期間　９月２日㈪～６日
㈮　午前９時～午後５時
※予約時に「暮らしとこころの相
談希望」と伝えてください。
※予約受け付け後、地域の担当弁護
士から日程調整の連絡があります。
問青森県弁護士会事務局・千田
☎ 017-777-7285

コンビニ交付サービスの一時休止

　メンテナンスのため、次の日程
においてコンビニなどでの各種証
明書の取得はできません。
休止日時　９月 28 日㈯　午前 6
時 30 分～午後５時
※状況により延長となる場合があ
ります。
問市民課☎ 0176-51-6755
税務課☎ 0176-51-6765

９月 21日～ 30 日は
秋の全国交通安全運動期間

　交通ルールを遵守し、みんなで
交通事故を防ぎましょう。
運動期間　９月 21 日㈯～ 30 日
㈪の 10 日間
9 月 30 日は「交通事故死ゼロを
目指す日」です　
　運動期間最終日の 30 日は、「交
通事故死ゼロ」を達成しましょう。
■歩行者の皆さん
１．反射材を着用しましょう。
２．道路を渡る前にしっかりと左
右を確かめましょう。
３．できるだけ信号機のある横断
歩道を利用しましょう。
■ドライバーの皆さん
１．夕暮れ時は早めにライトを点
灯しましょう。
２．夜間はハイビームを活用しま
しょう。
３．飲酒運転は絶対にやめましょう。
■自転車利用者の皆さん
１．ヘルメットを着用しましょう。
２．車道の左側を通行しましょう。
問まちづくり支援課
☎ 0176-51-6777
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